
第１３回 蔵王町立中学校統合準備委員会 

 日時：令和８年６月４日（木） 午後７時  

  場所：蔵王町ふるさと文化会館       

 

――― 次 第 ――― 

 

１．委嘱状交付（代表の方１名） 

 

２．開  会 

 

３．あいさつ    副委員長 草 野    賢 

 

          教育長  文 谷 政 義 

 

４．報  告 

 

現在の進捗状況について（事務局） 

 

５．議  事 

 

 （１）委員長及び副委員長の選任について 

 

   委員長              副委員長             

 

 （２）校旗デザインの決定について 

 

６．そ の 他 

 

７．閉会あいさつ     

 

 

 

 

 蔵王中学校校章 



蔵王町立中学校統合準備委員会 委員名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 円田中学校父母教師会 会長 三 島    康  

2 円田中学校父母教師会 副会長 松 崎 正 知  

3 宮中学校父母教師会 会長 新 貝 英 歴  

4 宮中学校父母教師会 副会長 我 妻 千 裕  

5 遠刈田中学校父母教師会 会長 杉 山   大  

6 遠刈田中学校父母教師会 副会長 富 田 康 弘  

7 円田小学校父母教師会 会長 草 野   賢 副委員長 

8 平沢小学校父母教師会 会長 佐 藤 拓 磨 欠席 

9 永野小学校父母教師会 会長 村 上 晃 一  

10 宮小学校父母教師会 会長 髙 橋 直 人  

11 遠刈田小学校父母教師会 会長 豊 原 絵美子  

12 遠刈田幼稚園父母教師会 会長 髙 橋 廣 希  

13 おおぞらこども園保護者会 会長 平 間 達 広  

14 おひさまこども園保護者会 副会長 遠 藤 公美子  

15 行政区長（円田中学校区） 区長 村 上 庄 三  

16 行政区長（円田中学校区） 区長 佐 藤 晃 一  

17 行政区長（円田中学校区） 区長 佐 藤 重 信  

18 行政区長（宮中学校区） 区長 大 谷 啓 一  

19 行政区長（宮中学校区） 区長 我 妻   茂  

20 行政区長（遠刈田中学校区） 区長 小 室 純 男  

21 行政区長（遠刈田中学校区） 区長 佐 藤 秀 位  

22 円田中学校 校長 我 妻 聡 美 欠席 

23 宮中学校 校長 八 幡 寛 之 欠席 

24 遠刈田中学校 校長 小 野 雅 行 欠席 

25 円田小学校 校長 高 橋    令  

26 平沢小学校 校長 清 末 泰 成  

27 永野小学校 校長 鈴 木   晃  

28 宮小学校 校長 小 片 広 典  

29 遠刈田小学校 校長 佐久間  毅  

30 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 委員長 村 上 健 久  

31 元蔵王町小中学校再編実施計画策定委員会 副委員長 伊 藤 裕 康  



蔵王町立中学校統合準備委員会 事務局名簿 

（敬称略） 

№ 所属 役職 氏名 備考 

1 蔵王町 教育長 文 谷 政 義  

2 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 課長兼室長 日 下 光 義 欠席 

3 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 課長補佐 我 妻 寛 子  

4 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 主幹 福 地 実 幸  

5 蔵王町教育総務課統合中学校準備室 係長 川 村 卓 矢 欠席 

6 

 

蔵王町教育総務課統合中学校準備室 主査 佐 藤 由 明  

7 

 

蔵王町教育総務課統合中学校準備室 主事 山 家 知 之  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．報告  現在の進捗状況について 

 

① 建築工事の進捗状況について 

【蔵王中学校新築工事】 

１.現在の進捗状況 

現在、工事は順調に進捗しており、１階部分の躯体工事を施工しております。 

 

２．今後の作業予定 

工区を６つに分割して作業を進めており、順次、型枠へのコンクリート打設を開

始する予定です。 
 

３．スケジュール 

今後の大まかなスケジュールは以下の通りです。 

～７月上旬 ：１階 躯体工事 完了予定 

７月～  ：２階 躯体工事 着手予定 

引き続き、安全管理を徹底し、計画通りに工事を進めてまいります。 

現場写真と合わせてご確認をお願いいたします。 
 

■現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

①令和８年３月 27日撮影 ②令和８年４月 24日撮影 

③令和８年５月 27日 
現場事務所２階から撮影 

④令和８年５月 27日 
１階保健室前付近から撮影 



 ■完成予想図 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

② 準備委員会の進捗状況について 

【蔵王町立中学校統合準備委員会】 

令和３年 10月 25 日に第１回目の委員会を開催以降、全 12回の委員会を開催して
きました。 
 
≪昨年度の開催状況≫ 

第 10回（R7. 5.28）・委嘱状交付 

・委員長及び副委員長の選任 

・部会長及び副部会長の選任 

第 11回（R7.10. 9）・校歌「歌詞」の決定 

         ・指定運動着、指定通学カバン、指定屋内運動靴及び夏服決定 

         ・通学方法（基準）決定 

  第 12回（R8. 3.18）・校歌「曲」の決定 

          ・指定運動着のロゴマーク変更の決定 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【各専門部会の開催状況】 

（１）総務部会   第７回（R7. 9.16）、第８回（R8. 3. 5） 

（２）学校教育部会 第６回（R7. 3.12）、第７回（R7. 6. 9）、  

第８回（R7. 8. 6）、第９回（R7. 9.25）  

（３）通学環境・ＰＴＡ部会 第２回（R7. 6.23）、第３回（R7.12. 8） 

南側からの校舎外観 北東側からの体育館外観 



③ 教育委員会での進捗状況について 

１．引っ越しスケジュール 

開校に向けた準備を以下の通り進めております。 

・建物引渡し：令和９年２月末 予定 

・各種検査完了：令和９年３月１週目 予定 

・物品搬入開始：同上（検査完了後、速やかに開始） 

 

また、円滑な引っ越し作業期間を確保するため、「蔵王町立学校の管理に関す

る規則」を一部改正し、令和８年度に限り学年末休業開始日を３月 15 日に変更

いたしました。これにより、３月 15日から３中学校（円田・宮・遠刈田）から新

校舎への移転作業を集中的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．備品・通学手段の整備状況 

備品の整備 

・継続使用する備品：各校で使用している 

教材備品など 

・新規に購入する備品：生徒用の学習机・ 

椅子、特別教室・職員室等の什器、各室の 

キャビネットなど 

 

スクールバスの導入 
・生徒の通学手段として、スクールバス５台をリース契約にて導入予定です。 

 

 

 

 

 

 

建築工事等検査 

３中学校 
修了式 購入備品搬入 

購入備品搬入・引っ越し作業 

引っ越し作業 

着任式・ 
始業式 
PM入学式 

開校式 
校歌披露式 

購入予定の生徒机・椅子 

蔵王中学校で導入予定のスクールバス（イメージ） 

 



３．関連式典の開催予定 

各中学校の閉校式、ならびに蔵王中学校の開校式を以下の日程で執り行います。 

式典名称 対象校 開催日時 

閉校式 遠刈田中学校 令和９年２月 ６日（土）10:00～ 

 円田中学校 令和９年２月 19日（金）10:00～ 

 宮中学校 令和９年２月 19日（金）13:30～ 

開校式・校歌披露式 蔵王中学校 令和９年４月 ９日（金）午後 

 



４．議事 

（２）校旗デザインの決定について 

蔵王中学校の校旗デザインを決定したいので承認を求めるものです。 
 

【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３中学校の校旗】 

 

【イメージ】  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



○蔵王町立中学校統合準備委員会設置要綱 

令和３年７月１日 

教委要綱第１号 

改正 令和５年 ２月２７日教委要綱第１号 

改正 令和６年１１月２９日教委要綱第２号 

（設置） 

第１条 蔵王町立中学校の統合について、円滑な移行を推進するため、蔵王町立中

学校統合準備委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び調整等を行い、その結

果を教育委員会に報告する。 

（１）学校施設の開校準備及び調整に関すること。 

（２）学校の名称、校歌、校章及び校旗に関すること。 

（３）記念誌、記念事業及び記念式典等に関すること。 

（４）生徒会、PTA組織に関すること。 

（５）図書、文書、写真等の保存、移管に関すること。 

（６）教育課程、学校行事及び学級編制等に関すること。 

（７）生活指導及び交流活動等に関すること。 

（８）備品等の準備及び調整に関すること。 

（９）教材、制服及び運動着等に関すること。 

（１０）通学用バスの運行及び通学路の安全対策に関すること。 

（１１）防災施設としての利用に関すること。 

（１２）既存校舎等に関すること。 

（１３）前各号に掲げるもののほか、中学校統合に関し教育委員会が必要と認め

ること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる関係学区内の者又は組織のうちから、教育委員会が



委嘱する。 

（１）町立中学校に在籍する生徒の保護者 

（２）町立小学校に在籍する児童の保護者 

（３）町立幼稚園及び認定こども園に在籍する幼児の保護者 

（４）地域住民の代表者 

（５）町立小学校及び中学校の職員 

（６）その他教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委員会の設置から学校統合に関する所掌事務が終了するま

でとする。ただし、委員が欠けた場合又は所属する組織の役職に異動があった場

合は後任者を委嘱するものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

その議長となる。ただし、最初の会議は教育長が招集し、委員長が選任されるま

での間、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議は、原則として公開するものとする。ただし、検討する案件により、会議

に諮って非公開とすることができる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は

資料の提出を求め、意見を聴くことができる。 



６ 会議で決定又は承認した事項は、広く周知するものとする。 

（部会の設置） 

第７条 委員会に次の各号に掲げる部会を置くことができる。部会員は委員のうち

から選出し、第２条に定める事項について調査、検討及び調整を行い、その結果

を委員会に報告するものとする。 

（１）総務部会 

（２）学校教育部会 

（３）通学環境・PTA部会 

（４）既存校舎部会 

２ 部会の所掌事務は、別表のとおりとする。 

（部会の部会長及び副部会長） 

第８条 各部会に部会長及び副部会長各１人を置く。 

２ 部会長及び副部会長は、各部会の会員において互選する。 

３ 部会長は、各部会を代表し会務を総理する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（部会の会議） 

第９条 部会の会議は、部会長が招集しその会議の議長となる。 

２ 会議は、非公開とする。 

３ 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者に対し会議への出席又

は資料の提出を求め、意見を聴くことができる。 

（謝礼金） 

第１０条 委員には、委員会及び部会のほか、委員長が目的達成のために必要と認

めた研修会等に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支給することができる。 

（庶務） 

第１１条 委員会に関する庶務は、教育委員会において処理する。 

２ 部会の庶務は、教育委員会教育総務課及び部会において処理する。 

（その他） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項

は、教育委員会が定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年教委要綱第１号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

部会名 所掌事務 

総務部会 １ 学校の名称、校歌、校章、校旗 

２ 統合学校の開校式、既存学校の閉校式 

３ 記念誌、記念事業、記念式典 

４ 学校図書、文書、写真等の整理（移管・廃棄） 

５ 歴史財産（同窓会）処遇 

６ その他必要な事項 

学校教育部会 １ 学校運営、教育内容 

２ 学校施設の開校準備及び調整 

３ 備品等の準備及び整備（移管・廃棄・購入） 

４ 教材、制服、運動着等 

５ 地域交流事業 

６ 教育課程、学校行事及び学級編制等 

７ 生徒会の事業計画 

８ 避難施設としての利活用 

９ その他必要な事項 

通学環境・PTA部会 １ PTA組織、規約等 

２ PTA役員の選出及び会計事務 

３ PTA年間事業計画及び各種行事 

４ 既存学校のPTA等会計の清算及び関連資料の整理 



５ 通学用バス運行方法（経路や時間帯、乗降場所） 

６ 通学路の安全（防犯）対策 

７ 通学方法（徒歩、自転車、バス）の安全対策 

８ その他必要な事項 

既存校舎部会 １ 既存校舎の検討 

２ その他必要な事項 

 



― メ モ ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


